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友人の不当逮捕事件
　去る１０月に、「市政改革とよた市民の会」の
事務局メンバーでもある私の友人が、早朝自宅
で突然逮捕されるという事件が発生した。「三菱
自動車岡崎工場の閉鎖問題に絡み、同社や労

組を批判するポスターを電柱などに張った」とかで、岡崎市屋外
広告物条例違反と軽犯罪法違反の容疑で、豊田、名古屋、東京
に及ぶ６ヵ所の家宅捜索を伴うという仰 し々いものだった。県警公
安３課の主導で岡崎署に拘留された。
　被疑事実とされたのは、３ヵ月以上も前のポスター張りだった。
たとえポスター張りが事実だとしても、こうした事案で、現行犯では
なく、家宅捜索を伴う令状逮捕をするのは異常であり、しかも公安
部が主導したというのも異常と言わざるを得ない。
　結果として、友人は、検事調べもないままに９日間の拘留の後

釈放となり、当然にも不起訴処分になった。一体何のための逮
捕だったのか。
　私は、逮捕の一報を聞いたとき、自衛隊員官舎にイラク派兵反
対のビラ入れをしたことで、刑法の家宅侵入罪で逮捕・起訴され
た立川テント村事件を思い起こした。住宅管理者に気に入らない
ビラ入れが違法となれば、ビラ入れ行為そのものができなくなる。
言論の自由に対する弾圧はこのようなやり方で起こってくるのかと、
空恐ろしいものを感じた。
　今回の事件は、結果として警察権力の無能力さを露呈したも
のではあったが、友人が、この地域での真面目な社会運動の活
動家であることから考えれば、活動家にたいする「見せしめ」的な
不当逮捕であったことは否定できない。
　こうした不当逮捕を、他人事と思って、「馬鹿馬鹿しい事件」と
して見過ごしていると、段 と々自由にものが言えなくなる時代が来
るような気がしてならない。　　　　　（平成16年12月12日　記）

（元愛知県議会議員　小林おさむ）

市町村合併にかかる議案を議決
　おかだ議員ら新政クラブの3名は、11月臨時会での合併に関す
る議案に対して「本来、自治体は適正規模で住民に見える範囲
で行政を進めることが大前提であると考え、合併に関しては慎重
な立場で議論してきた。また、合併に際しては、市民の声を住民
投票という手段を用い、住民意思の確認をすることを求めてきた。
しかし、平成1６年8月15日～9月30日実施の『平成17年4月1日の
7市町村の合併について』のパブリックコメントで『合併に前向き・
期待する』ご意見が6,564件（全体の約86％）あったこと」、「関
係町村からの合併に対する強い期待があること」また、「合併後
の旧町村の自主性を尊重する都市内分権を積極的に進めること」
を条件に上程議案のすべてに賛成し、可決された。

暴力団との癒着事件に関する住民懇談会開催
　去る11月13日、高橋コミュニティセンターにて、山之手の用地
買収に端を発する豊田市の幹部職員と暴力団との癒着問題で、
新政クラブ主催の住民懇談会に約70名が参加し、開催された。
　この会では、問題に対する経過説明と自治区長、老人クラブ
会長らから寄せられたアンケート結果の中間報告、および今後
の活動等について報告と質疑応答を含めた懇談がされた。
　会場からは、答申書にあったように前市長の責任を問う声や
オンブズマンとの連携を求める多くの声が寄せられ、おかだ議員
らは、「市民の皆さんと連携し、不当な用地買収について損害
賠償請求をする訴訟の準備をしていきたい」として、会場からの
声に応えた。

11月臨時会報告 新政クラブ住民懇談会

謹んで新年のお慶びを申し上げます
　旧年中は議員活動、後援会活動に対し、格別なるご理解、ご支援を賜りありがとうございました。
　さて、昨年は豊田加茂7市町村合併もそれぞれの議会で議決され、本年４月1日の合併にむけ、準備が加速
されています。人口40万人、面積918ｋ㎡と愛知県の6分の1を占める広大な面積を有する新豊田市の議員と
して私も重責を感じています。今までの豊田市では想像もできなかった問題も発生するでしょう。今後も皆様か
らご指導をいただきながら精一杯活動してまいりますので、お気づきの点などありましたらご意見、ご質問等をい
ただきたく存じます。
　今年も合併後の都市内分権の問題をはじめ、議会の活性化など、まだまだ議論すべき様 な々問題を抱えて
います。どうか本年も昨年同様、温かいご指導、ご支援を賜りますよう心からお願いするとともに皆様にとりまし

ても素晴らしい年になりますよう祈念し、新年のごあいさつとさせていただきます。
　なお、公職選挙法第１４７条の２で「公職の候補者は当該選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒
中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状（電報その他これに類するものを含む。）を出してはならない」となっていますの

で、年賀状は失礼させていただきます。ご了承ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　豊田市議会議員　岡田耕一
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